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泊発電所１号炉 高経年化技術評価及び長期保守管理方針の概要 

 

１．保安規定変更認可申請について 

 実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則（以下，「実用炉規則」という。）第８２条第１項に基づき，

泊発電所１号炉について，経年劣化に関する技術的な評価（以下，「高経年化技術評価」という。）を実施し，

この評価の結果に基づき，運転開始後３０年を経過する日以降の１０年間に実施すべき保守管理の方針（以下，

「長期保守管理方針」という。）を策定した。実用炉規則第９２条に基づき，長期保守管理方針を泊発電所原

子炉施設保安規定（以下，「保安規定」という。）に反映するため，平成３０年６月１８日に保安規定変更認

可を申請したものである。 

 

２．泊発電所１号炉について 

 泊発電所１号炉は，平成元年６月２２日に営業運転を開始した加圧水型軽水炉であり，来年６月２２日に運

転開始後３０年を経過する。 

 平成２３年３月１１日の東日本大震災後は，同年４月２２日に解列した後停止し，第１７回定期検査を継続

している。また，平成２５年７月８日の新規制基準施行を受け，同日，適合性に係る申請を行い，審査を受け

ているところである。 

 

３．高経年化技術評価について 

（１）実施体制 

 「泊発電所原子炉施設の高経年化対策検討マニュアル」（R-30-112）に基づき，「泊発電所１，２号炉 高

経年化対策検討実施計画書」及び「泊発電所１，２号炉 高経年化対策検討実施手順書」を制定し，実施体

制及び実施手順等を定め，高経年化技術評価を実施した。 

 具体的な実施体制は，原子力部長を総括責任者とし，機械・電気設備の統括を原子力部長，土木・建築設

備の統括を原子力土木部長とし，それぞれの下に評価実施グループリーダーを置き，評価を実施した。また，

高経年化技術評価書及び長期保守管理方針のレビューはレビュー実施グループリーダー，実施手順の確認は

原子力安全・品質保証グループリーダーにより実施した。 

 

（２）前提とした発電用原子炉の運転状態 

 泊発電所１号炉は，実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド（以下，「実施ガイド」とい

う。）３．１⑧の規定ロに該当する見込みのため，高経年化技術評価は，発電用原子炉の冷温停止状態（燃

料が炉心に装荷された状態を含む。以下同じ。）が維持されることを前提としたもののみとした。 

 

（３）評価対象機器・構造物 

 高経年化技術評価の対象は，安全機能を有するもののうち，発電用原子炉の冷温停止状態（保安規定で定

義される運転モード１，２，３及び４以外）を維持するために必要なもの全て（以下，「機器・構造物」と

いう。）とした。ただし，機器単位で定期的に取り替える機器は除外した。 

 なお，実用炉規則別表第二において規定される浸水防護施設に属する機器及び構造物並びに実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則第４３条第２項に規定される常設重大事故

等対処設備に属する機器及び構造物については，審査中であり認可を受けたものは無いため，対象としてい

ない。 

 

（４）高経年化対策上着目すべき経年劣化事象に対する健全性の評価結果 

 機器・構造物に発生するか又は発生が否定できない経年劣化事象を抽出し，その発生・進展について評価

を行い，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を抽出した結果，６つの経年劣化事象が抽出された。 

 抽出された経年劣化事象について，機器・構造物の健全性評価を行った。右表に各事象に対する健全性評

価結果の概要を示す。 

 

経年劣化事象 健全性評価結果の概要 

低サイクル疲労*１ 

実過渡回数に基づき，運転開始後６０年*２時点の過渡回数を推定し，設計・建設規

格に基づいた疲労評価及び接液部については環境疲労評価手法に基づく環境効果を

考慮した評価を行い，疲労破壊が生じないことを確認した。 

中性子照射脆化*１ 

評価上厳しい箇所である原子炉容器下部胴の中性子照射脆化は，原子炉容器の監視

試験結果から，国内脆化予測式（JEAC4201-2007/2013追補版）による予測の範囲内

であることを確認した。 

関連温度上昇の評価では，運転開始後６０年*２時点においても，加圧熱衝撃（ＰＴ

Ｓ）事象によって脆性破壊が起こらないことを確認した。 

上部棚吸収エネルギ低下の評価では，運転開始後６０年*２時点においても，要求値

に対し十分に余裕があることを確認した。 

照射誘起型 

応力腐食割れ*１ 

条件の厳しい炉内構造物のバッフルフォーマボルトを代表とし，「照射誘起型応力

腐食割れ評価技術に関する報告書」（ＪＮＥＳ，平成２０年度）で得られた最新知

見を用いて評価を行い，運転開始後６０年*２時点においても，ボルトの損傷は発生

しないことを確認した。 

２相ステンレス鋼の

熱時効*１ 

１次冷却材管について，運転開始後６０年*２時点における疲労亀裂進展長さを考慮

した評価用亀裂（貫通亀裂）を想定し，材料の亀裂進展抵抗と亀裂進展力との比較

による評価を行い，配管が不安定破壊しないことを確認した。 

電気・計装品の 

絶縁低下 

電気学会推奨案に基づいた長期健全性評価を行い，運転開始後６０年*２時点におい

ても，絶縁機能を維持できることを確認した。（ケーブルの例） 

コンクリートの 

強度低下及び 

遮蔽能力低下 

熱，放射線照射，中性化，塩分浸透及び機械振動による強度低下並びに熱による遮

蔽能力の低下について評価を行い，運転開始後６０年*２時点においても，強度及び

遮蔽能力に問題のないことを確認した。 
*１：発電用原子炉の冷温停止状態を維持する場合には発生・進展が想定されない経年劣化事象だが，現時点までの経年劣化の発生・

進展を加味した耐震安全性評価を行うため，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象と同様に健全性評価を行っている。 

*２：実施ガイド３．１⑤の規定イただし書により，プラントの運転を開始した日から４０年間の評価が求められているが，今後，発

電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価を行う際には，６０年間についての健全性評価が求められることから，

今回の評価も６０年間についての健全性評価を実施している。 

 

（５）耐震安全上着目すべき経年劣化事象に対する耐震安全性の評価結果 

 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象については，経年劣化を加味した機器・構造物の耐震安全性

評価を行い，耐震安全性が確保できることを確認した。 

 なお，耐震安全性評価では，実施ガイド附則（平成２５年６月１９日）２）経過措置の規定①に従い，Ｓ

クラスの施設等については，発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針による基準地震動Ｓｓによる評価

を行った。 

 

（６）現状保全の評価及び追加保全策の抽出結果 

 健全性評価結果及び耐震安全性評価結果から，現状の保全策を評価した結果，現状保全は妥当であり，現

状保全に追加する必要のある新たな保全策（以下，「追加保全策」という。）は抽出されなかった。 

 

４．長期保守管理方針について 

 発電用原子炉の冷温停止状態が維持されることを前提とした高経年化技術評価の結果，追加保全策が抽出さ

れなかったことから，長期保守管理方針は，「高経年化対策の観点から充実すべき保守管理の項目はなし」と

した。長期保守管理方針の適用期間の始期は，運転開始後３０年を経過する日とした。 

以 上 


